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かんたん 証明書請求ガイド

ご自宅から請求できます。



はじめに 登記事項証明書の請求？

確定申告に登記事項証明書が必要と言われ
たけど。
法務局まで行かないとダメなのかな？

登記・供託オンライン申請システムを利用
して、自宅から証明書の請求ができます
よ！

なんだかむずかしそう。
いろいろ書類も必要そうだし。

かんたん証明書請求なら、インターネット
に接続されたパソコンがあれば
かんたんに証明書を請求できますよ！

次ページから解説します



かんたん証明書請求のながれは次のように
なります

STEP０ •申請者情報を登録しよう！

STEP１ •請求書を作成しよう！

STEP2
•⼿数料納付に必要な情報を登録しよう！

STEP3
•請求書を送信しよう！

STEP4
•処理状況を確認して⼿数料を納付しよう！



申請者情報を登録しよう！

まずは、登記・供託オンライン
申請システムのトップページから
申請情報登録をクリック！

STEP0

次は利用規約をよく読んで、同意する
をクリック！



申請者情報を登録しよう！

申請者（あなた）に関する
情報を画面の指示に従って
入力していくよ！

STEP0

最後に申請者情報登録完了の
画面が表示されたら登録完了！
そのまま証明書を請求する
場合はログイン画面への
ボタンをクリックしてね！

詳しく以下のページをご覧ください。
https://www.touki‐kyoutaku‐online.moj.go.jp/moj_help/help_applicant_new_01.html



請求書を作成しよう！

まずは先ほど登録した情報を入力してログインしよう！

STEP1



請求書を作成しよう！

それでは今回は
不動産（土地・建物）の
登記事項証明書を
取得するよ！

STEP1

まずは、物件の選択
方法を選ぶよ。
今回はより正確に
入力が可能な
オンライン物件検索
を使ってみよう！

確定申告に使う証明書を取得したいのだけど。



請求書を作成しよう！

まずは、所在や
地番を選んで
検索ボタンをクリック！

STEP1

該当の物件を選んで
確定ボタンをクリック！



請求書を作成しよう！

証明書の種類
や通数などを
入力しよう！

STEP1



請求書を作成しよう！

郵送など交付方法
郵送種別などを
選択します。
請求者の氏名や
住所は初期表示
されるので、
必要に応じて
修正します。

STEP1



請求書を作成しよう！

請求先の登記所を選択します。
請求する不動産を管轄する登記所
ではなくても、例えば最寄りの
登記所を選択して請求することも
可能です。

STEP1

入力した内容を確認しましょう。

詳しい請求書作成の操作は、以下のページをご覧ください。
https://www.touki‐kyoutaku‐online.moj.go.jp/moj_help/help_invoice_01.html



手数料納付に必要な情報を登録しよう！

氏名又は法人団体名を全角カナで入力しよう！

STEP2



請求書を送信しよう！

請求データを送信します。送信実行ボタンをクリック！

STEP3



処理状況を確認して手数料を納付しよう！

処理状況を確認するボタンを
クリックします。

STEP4

一覧の中から
該当の請求の
納付ボタンを
クリックします。



処理状況を確認して手数料を納付しよう！

請求の内容を確認して、電子納付
ボタンをクリックします。

STEP4

e-Govのサイトが開きますので、
電子納付の手続きを行います。

これで、必要な操作はおしまいです！

手数料の納付は、ATMを利用することなどもできます！
詳しくは以下のページをご覧ください。
https://www.touki‐kyoutaku‐online.moj.go.jp/cautions/charge/charge.html



手数料の納付後、登記所
の手続が完了したら、処
理状況が「手続終了」と
なります。
郵便事情にもよりますが、
数日後にはご自宅に証明
書が届きます。

本当だ。
思ったよりもかんたんに手続きできた！

登記ねっとの「かんたん証明書請求」は朝８時３０分から夜２１時
まで利用できます。
さらに詳しい説明は、以下のページに掲載された操作手引書をご覧
ください。
https://www.touki‐kyoutaku‐online.moj.go.jp/download_kani.html




